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No 章 節 項 行動計画（案）旧 修正コメント 行動計画（案）新 予防対策課コメント

13
第１章　実施

体制
第１節　準備期

1-3  体制整備・

強化

⑨区は、新型インフルエンザ等対策に携わる医療従事者や

専門人材、職員等の養成等を行う。特に保健所は、国やＪ

ＩＨＳの研修等を積極的に活用しつつ、地域の感染症対策

の中核となる保健所の人材の確保や育成に努める。【総務

部、保健衛生部、関係部】

区内には高度医療機関や大学が多くあり、それらとの連携を活か

して人材育成を進めることができるアドバンテージがあります。

そこで、2つめの文章を以下のように修正することを提案しま

す。

「特に保健所は、国やＪＩＨＳの研修等を積極的に活用しつつ、

区内の医療機関・教育機関とも連携しながら、地域の感染症対策

の中核となる保健所の人材の確保や育成に努める。

区は、新型インフルエンザ等対策に携わる医療従事者や専門人

材、職員等の養成等を行う。特に保健所は、国やＪＩＨＳの研

修等を積極的に活用しつつ、区内の医療機関・教育機関とも連

携しながら、地域の感染症対策の中核となる保健所の人材の確

保や育成に努める。

ご提案どおりに修正しています。

24
第１章　実施

体制
第２節　初動期

2-1-1  国内外の

感染症情報収集等

区は、国内外の感染症発生状況に関する情報を、東京都健

康安全研究センター、厚生労働省、国立健康危機管理研究

機構、検疫所等から速やかに収集・分析し、その結果を危

機管理部門等と共有するとともに、区民や医療機関等へ幅

広く提供する。あわせて、都の感染症健康危機管理情報

ネットワークシステムの活用などにより、感染症指定医療

機関、保健所等との間で速やかに情報の共有を図る。【保

健衛生部】

区内の大学や病院も情報収集を進めている可能性が高く、その収

集・分析も加えてはいかがでしょうか。修正案を以下に提示しま

す。

「検疫所等から」→「検疫所、区内の専門機関等から」

区は、国内外の感染症発生状況に関する情報を、東京都健康安

全研究センター、厚生労働省、国立健康危機管理研究機構、検

疫所、区内の専門機関等から速やかに収集・分析し、その結果

を危機管理部門等と共有するとともに、区民や医療機関等へ幅

広く提供する。あわせて、都の感染症健康危機管理情報ネット

ワークシステムの活用などにより、感染症指定医療機関、保健

所等との間で速やかに情報の共有を図る。【保健衛生部】

ご提案どおりに修正しています。

50
第２章　情報

収集・分析
第１節　準備期 1-1  実施体制

区は、有事に備え、積極的疫学調査や臨床研究に資する情

報の収集について、平時から国や都の通知やコメンテー

ター会議等を通じて収集するとともに、区ホームページや

SNSを活用し、収集した情報を区民や医療機関に対して発

信する。【保健衛生部】

（１）コメンテーター会議という言葉は一般手金ではありませ

ん。（２）SNS→SNS等の方が良いと思います。(区民にはポス

ターやチラシ、医療機関へはメールなども含むため)

区は、有事に備え、積極的疫学調査 や臨床研究に資する情報の

収集について、平時から体制を整備する。【保健衛生部】

東京都の指摘により記載を変更しています。

51
第２章　情報

収集・分析
第１節　準備期 1-2　人員の確保

区は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよ

う、保健所の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配

置に当たっては、検査を実施する技術職員のみならず、技

術職員をサポートする補助職員、情報収集・解析を行う情

報系専門人材等を含め検討する。【総務部、企画政策部、

関係部】

文京区は医療資源が豊富であり、検査についても区内医療機関の

協力を得られる可能性があります。したがって、保健所の人員の

みならず、協力体制を事前に構築し、有事には各機関との連携を

含めた検査体制への移行を進めてはどうでしょうか。

区は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、

保健所の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配置に当

たっては、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサ

ポートする補助職員、情報収集・解析を行う情報系専門人材や

協力体制を得られる区内医療機関等を含め検討する。【総務

部、企画政策部、関係部】

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

53
第２章　情報

収集・分析
第２節　初動期 2-1  実施体制

①区は国や都からの情報提供を通じて、新型インフルエン

ザ等関連情報を入手した場合は、危機管理室及び保健衛生

部で情報共有を図る。【総務部、保健衛生部】

国や都のみならず、区内専門機関との情報交換の可能な体制を平

時から構築しておくことが望ましいと考えます。

案のまま 平時の体制はNo50、初動期はNo55にてご指摘の内容を包含して

いると考えます。

【参考】No55

➂区は、地域における感染症対策の中核的機関として、地域にお

ける感染症情報の収集・分析を行い、関係機関等による感染症対

策の支援、医療機関や地区医師会等関係団体との連絡調整等、感

染症の発生予防等のための事前対応型の取組を推進する。【保健

衛生部】

63
第２章　情報

収集・分析
第３節　対応期 3-1　実施体制

区は、東京都健康安全研究センターを中心に、ＷＨＯ、厚

生労働省、ＪＩＨＳ、検疫所等から国内外の感染症発生状

況に関する情報を速やかに収集・分析し、その結果を都等

と共有するとともに、区民や医療機関等へ提供する。【保

健衛生部】

区内の大学や病院も情報収集を進めている可能性が高く、その収

集・分析も加えてはいかがでしょうか。修正案を以下に提示しま

す。

「検疫所等から」→「検疫所、区内の専門機関等から」

区は、東京都健康安全研究センターを中心に、ＷＨＯ、厚生労

働省、ＪＩＨＳ、検疫所、区内の専門機関等から国内外の感染

症発生状況に関する情報を速やかに収集・分析し、その結果を

都等と共有するとともに、区民や医療機関等へ提供する。【保

健衛生部】

ご提案どおりに修正しています。

71
第３章　サー

ベイランス
第１節　準備期 ＜目的＞

このため、平時からサーベイランスシステムやあらゆる情

報源の活用により、感染症の異常な発生を早期に探知する

とともに、区内の新型インフルエンザ等の発生状況、患者

の発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等の情報を収集す

る。これらの情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理

上の意思決定につなげる。

区内には大学が多く、独自にウイルスの性状や感染症の特徴を検

討する能力をもっていると思われます。情報収集の対象に区内の

医療機関や教育機関を含めることでリスク評価の精度が高まると

期待されます。「あらゆる情報源」に区内専門機関の記載を加え

るのはいかがでしょうか。

案のまま あらゆる情報源ですので、区内専門機関も含んでいると考えてお

ります。

「文京区新型インフルエンザ等感染症医療体制検討会議」からの意見

1
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83
第３章　サー

ベイランス
第１節　準備期

1-3　人材育成及

び研修の実施

区は、国（国立保健医療科学院を含む。）や都、JIHS等で

実施される感染症対策等に関する研修会や実地疫学専門家

養成コース(FETP-J )、感染症危機管理リーダーシップ人材

育成モデル事業等に、保健所の職員を積極的に派遣すると

ともに、保健所が感染症に関する講習会等を開催すること

等により保健所の職員等に対する研修の充実を図る。【保

健衛生部】

区内の大学や病院との連携による研修充実も加えることを提案し

ます。

区は、東京都健康安全研究センターにおいて実施している実地

疫学調査研修、国（国立保健医療科学院を含む。）や都、

JIHS、大学病院等で実施される感染症対策等に関する研修会や

実地疫学専門家養成コース(FETP-J )、感染症危機管理リー

ダーシップ人材育成モデル事業等に、保健所の職員を積極的に

派遣するとともに、保健所が感染症に関する講習会等を開催す

ること等により保健所の職員等に対する研修の充実を図る。

【保健衛生部】

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。また、東京都からも指摘

があった件も追記しています。

107
第３章　サー

ベイランス
第３節　対応期

3-2-2　リスク評

価に基づく感染症

対策の判断及び実

施

区は、国や都等と連携し、感染症サーベイランスで収集し

た情報等を踏まえたリスク評価に基づく感染症対策を迅速

に判断及び実施する。また、流行状況やリスク評価に基づ

き、国や都等の方針や専門家の意見も踏まえ、柔軟かつ機

動的に感染症対策を切り替える。【保健衛生部】

リスク評価の時点で専門家の意見を取り入れることが望ましいと

考えます。

区は、国が示す方針を踏まえながら、地域の実情に応じて積極

的疫学調査等の対象範囲や調査項目を見直す。【保健衛生部】

東京都の指摘により記載を変更しています。

112

第４章	　情報

提供・共有、

リスクコミュ

ニケーション

第１節	　準備期 ＜目的＞

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づい

て、適切に判断・行動できるよう、平時から普及啓発を含

め、感染症対策等について適時に必要な情報提供・共有を

行い、感染症に関するリテラシーを高めるとともに、区に

よる情報提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上

を図る。

感染症に関するリテラシーの向上に加え、感染症患者や医療関係

者等に対する忌避や差別が生じないようにすることを明記するこ

とを提案します。

具体的には、区民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、

適切に判断・行動できるよう、平時から普及啓発を含め、感染

症対策等について適時に必要な情報提供・共有を行う。また、

感染症に関するリテラシーを高めるとともに、感染症患者や医

療関係者等に対する忌避や差別が生じないよう、区による情報

提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

116

第４章	　情報

提供・共有、

リスクコミュ

ニケーション

第１節	　準備期

1-1-1　区におけ

る情報提供・共有

について

準備期から区民等が感染症危機に対する理解を深めるため

の情報提供・共有を行い、区による情報提供・共有につい

て、有用な情報源として区民等による認知度・信頼度が一

層向上するよう努めるとともに、コールセンター等の設置

準備を始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基

づいたリスクコミュニケーションができる体制整備を進め

る。また、地域の特産品やランドマーク、なじみのある

キャラクターなどをメッセージや情報提供・共有の方法に

取り込むことで、分かりやすく行動変容につながりやすい

情報提供・共有を行う。【総務部、企画政策部、保健衛生

部、関係部】

「地域の特産品やランドマーク、なじみのあるキャラクターなど

をメッセージや情報提供・共有の方法に取り込むことで、」とあ

りますが、わかりやすい情報提供につながる可能性はあるものの

必須ではないと思います。また、これらの使用によりメッセージ

がぶれるリスクもあります。この書きぶりでは必ず使用するよう

にも読めますが、このフレーズがなくとも文意は十分に伝わりま

す。このフレーズは削除することを提案します。

計画立案においては、リスクコミュニケーションの専門家に参画

していただく必要があると考えます。もしまだ含まれていないよ

うであればご検討いただきたく思います。

準備期から区民等が感染症危機に対する理解を深めるための情

報提供・共有を行い、区による情報提供・共有について、有用

な情報源として区民等による認知度・信頼度が一層向上するよ

う努めるとともに、コールセンター等の設置準備を始め、可能

な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニ

ケーションができる体制整備を進める。また、地域の特産品や

ランドマーク、なじみのあるキャラクターなどをメッセージや

情報提供・共有の方法に取り込むことで、分かりやすく行動変

容につながりやすい情報提供・共有を行う。【総務部、企画政

策部、保健衛生部、関係部】

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

119

第４章	　情報

提供・共有、

リスクコミュ

ニケーション

第１節	　準備期

1-1-1　区におけ

る情報提供・共有

について

新聞広告、テレビCM、ラジオCMなどマスメディアの活用は文

京区に限った広報が困難と思います。現実的に可能なのでしょう

か。

文京区に存在しない空港の記載も不自然です。

文京区が実際に行うことが可能な形での記載にすべきと考えま

す。

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

【情報提供・共有の形態及び方法】

形態 方法

記者会見・ブリーフィング

ホームページ

リーフレット、パンフレット、ポスター

SNS（文字ベースのもの）

SNS（動画ベースのもの）

CATV

区報

区民ひろばマルチビジョン

回覧板、区設掲示板、B-ぐる車内広告

民生委員等を通じた情報提供・共有

防災行政無線

B メディア等を通じた

広告、提供、共有

C 間接的な提供・共有

A 直接的な提供・共有

2



No 章 節 項 行動計画（案）旧 修正コメント 行動計画（案）新 予防対策課コメント

246
第７章	ワクチ

ン
第１節	準備期 1-4-3　住民接種

ａ　区は、住民接種については、厚生労働省及び都の協力

を得ながら、希望する区民全員が速やかに接種することが

できるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求めら

れる対応を想定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑

な実施が可能となるよう、以下に列挙する事項等の接種に

必要な資源等を明確にした上で、地域医師会等と連携の

上、接種体制について検討を行う。また、必要に応じ、接

種会場において円滑な接種を実施できるよう接種の流れを

確認するシミュレーションを行うなど接種体制の構築に向

けた訓練を平時から行う。【保健衛生部】

新型コロナウイルスワクチン接種においては大学病院が協力して

の集団接種が行われました（東京ドーム）。連携先として地域医

師会に加え、「地域の医療機関」など、先の経験を踏まえた対応

を可能とする記載を入れることを提案します。

ａ　区は、住民接種については、厚生労働省及び都の協力を得

ながら、希望する区民全員が速やかに接種することができるよ

う、準備期の段階から、初動期や対応期に求められる対応を想

定し、パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能とな

るよう、以下に列挙する事項等の接種に必要な資源等を明確に

した上で、地域医師会及び大学病院等と連携の上、接種体制に

ついて検討を行う。また、必要に応じ、接種会場において円滑

な接種を実施できるよう接種の流れを確認するシミュレーショ

ンを行うなど接種体制の構築に向けた訓練を平時から行う。

【保健衛生部】

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

276
第７章	ワクチ

ン
第２節　初動期 2-3-1 特定接種

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、

接種体制を構築する国、都及び区は、地域医師会等の協力

を得て、その確保を図る。また、区は、接種体制を構築す

る登録事業者に対して、医療従事者の確保に向けて地域医

師会等の調整が得られるよう必要な支援を行う。【保健衛

生部】

この部分は「国、都及び区は」という表現で大丈夫でしょうか。 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、接種

体制を構築する国、都及び区は、地域医師会等の協力を得て、

その確保を図る。また、区は、接種体制を構築する登録事業者

に対して、医療従事者の確保に向けて地域医師会等の調整が得

られるよう必要な支援を行う。【保健衛生部】

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

365 第８章　医療 第３節　対応期

3-2-1-1　協定に

基づく医療提供体

制の確保等

➁新型コロナウイルス感染症流行時は、都は、入院調整本

部を設置し、保健所からの依頼を受け、東京ＤＭＡＴの医

師等の協力を得て、患者の重症度、基礎疾患の有無、住所

地等に応じた入院先医療機関の調整を広域的に実施した。

また、夜間入院調整窓口を設置し、日中・夜間における切

れ目のない入院調整体制を整備した。入院調整に当たって

は、国が新型コロナ対応において導入した感染者等情報把

握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）の情報を活用す

るほか、都独自に、保健所や医療機関と情報共有可能な

「東京都新型コロナウイルス感染者情報システム（ＭＩＳ

Ｔ）」を導入し、患者情報や受入可能病床等の情報を一元

的に管理し、入院調整を実施した。さらに、病床を効率的

に運用し、患者の症状に応じた療養環境を提供するため、

転退院支援班を設置し、症状が改善した軽症・中等症患者

を受け入れる医療機関への転院や、療養期間が終了した患

者の回復期支援病院への転院調整を実施するとともに、病

院間で転院調整を行った場合の患者搬送を支援した。

過去の経験を記載するのではなく、計画を記載する必要があるの

ではないでしょうか。

案のまま 参考事例として過去の記載も必要と考えております。

371 第８章　医療 第３節　対応期

3-2-2-1　協定に

基づく医療提供体

制の確保等

①区は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、

迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医

療機関又は病床確保を行う協定締結医療機関に移送する。

入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備

期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切

に連携して対応する。【保健衛生部】

No363の文章とほぼ同じで、異なっているのは＜協定締結医療機

関＞と＜流行初期医療確保措置協定締結医療機関＞という用語の

違いのみですが、何か意図することがあるのでしょうか。

案のまま 都の行動計画を参考にしていますが、都の計画では＜協定締結医

療機関＞と＜流行初期医療確保措置協定締結医療機関＞を分けて

記載しており、No363は流行初期の対応のためそのまま使用して

います。

（参考　都行動計画　1-1-3　病床確保を行う協定締結医療機関

（第一種協定指定医療機関 ））

病床確保を行う協定締結医療機関は、平時に都と締結した協定に

基づき、有事の際には、都からの要請に応じて、病床を確保し、

入院医療を提供する。新型インフルエンザ等の流行初期（新型イ

ンフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表から約３か月を想

定。以下この章において同じ。）においては、流行初期医療確保

措置 の対象となる協定締結医療機関（以下「流行初期医療確保措

置協定締結医療機関」という。）が対応を行い、その後順次その
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373 第８章　医療 第３節　対応期

3-2-2-1　協定に

基づく医療提供体

制の確保等

③新型コロナの感染拡大時においては、自宅療養者の生活

支援として、都が開設した自宅療養サポートセンター等を

通じて、配食サービス支援やパルスオキシメーターの貸与

など、療養期間中に外出しなくても生活できる環境が整備

された。区でも、自宅療養者に対し、パルスオキシメー

ターの貸与や区内の協力店が食品や生活必需品等の宅配を

行う「文京ソコヂカラおたすけ便」等により、生活支援を

行った。新型インフルエンザ等感染症の発生時において

は、迅速に民間事業者への委託を行い、効率的、効果的に

生活支援等を行う体制を確保するとともに、関係団体とも

連携していく。【保健衛生部】

過去の経験を記載するのではなく、計画を記載する必要があるの

ではないでしょうか。

案のまま 参考事例として過去の記載も必要と考えております。

374 第８章　医療 第３節　対応期
3-2-2-2　相談セ

ンターの強化

上記3-2-1-2の取組を継続して行うとともに、新型コロナの

感染拡大時には区では、都のフォローアップセンターや診

断・検査を行った医療機関等において健康観察の対象とな

らない自宅療養者に対し、療養終了日まで適切な健康観察

を行うとともに、業務委託により往診を行った高齢者施設

等の療養者に対する健康観察を実施する体制を独自に構築

した。

　新型インフルエンザ等感染症の流行時においても、新型

コロナの対応を踏まえ、自宅療養者や高齢者施設、障害者

施設の療養者の健康観察については、医療機関との連携や

民間事業者への委託等により、適切に健康観察を行い、療

養中の体調悪化の際には直ちに相談できる体制を構築す

る。また、医療機関をはじめ、療養中の相談先について

は、区民に分かりやすく周知を図るよう取り組む。【保健

衛生部】

①過去の経験を記載するのではなく、計画を記載する必要がある

のではないでしょうか。

➁＜上記3-2-1の取組を継続為て行う＞という記載があります

が、No373の文章には、配色サービス支援やパルスオキシメー

ターの貸与が記載されています。そその取組を継続するというよ

うにミスリードされないでしょうか。なお、公的文章なので＜新

型コロナ＞という表現はできるだけ避けて、＜新型コロナウイル

ス感染症＞と表記すべきだと思います。

上記3-2-1-2の取組を継続して行う。【保健衛生部】 東京都の指摘により記載を変更しています。

375 第８章　医療 第３節　対応期

3-2-2-3　病原体

の性状等に応じた

対応

①新型コロナウイルス感染症流行時に、都は、施設内療養

体制の強化とともに、標準予防策等に基づく感染症対応力

の向上を支援するため、専用相談窓口の設置及び感染対策

を実地で指導助言する要員（即応支援チーム）の派遣を実

施し、区は、この仕組みを活用して、施設における感染症

対応力の向上を支援した。また、区は、独自に高齢者施設

等への往診等を行うことにより療養者の早期治療に取り組

み、陽性者の重症化を防止するとともに、医療提供体制の

ひっ迫を抑制する環境を整備した。

過去の経験を記載するのではなく、計画を記載する必要があるの

ではないでしょうか。

案のまま 参考事例として過去の記載も必要と考えております。

381
第９章　治療

薬・治療法
第１節　準備期 ＜目的＞

新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活

動への影響を最小限にとどめる上で、医療の提供が不可欠

な要素となる。国やＪＩＨＳと緊密な情報共有体制を確保

しながら、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治

療法の情報を速やかに医療機関等に提供し、医療機関等が

これらを早期に活用できるよう、平時からそのための体制

づくりを行う。

文京区には最新の情報が入りやすい大学病院や駒込病院がありま

す。それらとの情報共有体制の構築は、迅速かつ精度の高い情報

の収集とリスク評価につながると考えます。これらを含める形に

修正することを提案します。

新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動へ

の影響を最小限にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素と

なる。国やＪＩＨＳ、専門機関等と緊密な情報共有体制を確保

しながら、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法

の情報を速やかに医療機関等に提供し、医療機関等がこれらを

早期に活用できるよう、平時からそのための体制づくりを行

う。

ご指摘を踏まえ記載を変更しています。

444
第１１章　保

健
第１節　準備期

1-3-1　研修・訓

練等の実施

➁区は国やＪＩＨＳ、東京都、東京都健康安全研究セン

ター等が行う、危機管理のリーダーシップを担う人材や応

援職員の人材の育成、「実地疫学専門家養成コース（ＦＥ

ＴＰ）」を通じた疫学専門家等の養成及び連携の推進、Ｉ

ＨＥＡＴ要員に係る研修の実施等に参加し、区の専門人材

の充実を図り、感染症危機への対応能力の向上を図る。

【保健衛生部】

区内の専門機関（大学等）との協力も盛り込むことを提案しま

す。

➁区は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や都の研修等

を積極的に活用しつつ、人材育成に努める。また、新型インフ

ルエンザ等の発生及びまん延を想定した訓練を実施する。【保

健衛生部】

東京都の指摘により記載を変更しています。
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